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活動の再開について 

令和２年４月２２日 

講座総括担当（鎌田） 

前回の理事会で各教室の新型コロナウイルスの対応については、下記のとおり整理を図ったところで

すが、４月１６日の全国に拡大された「緊急事態宣言」で大きく状況が変わり、５月からの再開はできず、

再検討を余儀なくされました。 

① 橿原教室１０期生 ⇒ ５月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

② 橿原教室９期生 ⇒ ４月予定の講座を５月に開催する 

③ 宇陀教室９期生 ⇒ ５月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

④ 宇陀教室８期生 ⇒ ５月から残りの講座を含めて研修科を開催する（年間＝２６講座） 

⑤ 香芝教室８期生 ⇒ ５月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２８講座） 

⑥ 香芝教室７期生 ⇒ ５月に最終講座を開催して終了とする 

⑦ 相談サロン     ⇒ ５月から新年度の相談サロンを開催する 

今日時点の各会場の休館情報等は次のとおりです。 

① 橿原教室（奈良県社会福祉総合センター） ⇒ ４月１８日～５月６日 

② 宇陀教室（宇陀市榛原総合センター）     ⇒ ４月 ？日～５月３１日 

③ 香芝教室（香芝市中央公民館）          ⇒ ２月２８日～５月３１日 

これらを前提に各教室の再開について、検討を行わざるを得ませんが、まずは基本的な考え方を整理

した上で、各講座の再開時期について意識合わせをしたいと思います。 

１. 基本的な考え方 

（１） 再開方法 

新型コロナウイルスに対する各施設の取り扱いはそれぞれ異なります。この先、新型コロナウイ

ルスが収束状況により、その都度見直しされるかと思います。そこで、再開方法として次の案が

あります。 

（案１）教室ごと再開する 

（案２）３教室同時に再開する 

（２） 再開時期 

教室の再開の最低条件は会場の確保ですが、今後の新型コロナウイルスの収束状況を考慮す

ると次の案があります。 

（案１）会場の確保が出来れば再開する。 

（案２）会場の確保が出来、地域の学校が再開されれば再開する 

（案３）思い切って半年間の活動休止として、９月から再開する 

（案４）令和２年度の活動を中止して、令和３年４月から再開する 
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２. 各教室の日程表（案） 

１項の基本的な考え方が決まればおのずと各教室の日程は決まりますが、基本的な考え方を検討

する当たり参考となる日程（案）および活動計画（案）を示します。 

（１） 第１回理事会の審議結果を重視し、教室ごとに再開する 

第１回理事会の審議結果を重視して、会場の使用が可能な教室から順次再開する方法です。

各会場の休館は新型コロナウイルスの収束状況によりその都度見直しがされるかと思いますが、

会場の見直しに合わせて再開する方法です。月単位で会場の休館の延長の都度見直しをしま

すが、今日現在の状況からすると次の様になります。 

① 橿原教室 ９期生  ⇒ ４月予定の講座を５月に開催する 

② 橿原教室１０期生 ⇒ ５月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

③ 宇陀教室 ８期生  ⇒ ６月から残りの講座を含めて研修科を開催する（年間＝２６講座） 

令和２年度から参加される受講生３名は７月からの参加になりま

す 

④ 宇陀教室 ９期生  ⇒ ６月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

⑤ 香芝教室 ７期生  ⇒ ６月に最終講座を開催して終了とする 

⑥ 香芝教室 ８期生  ⇒ ６月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２８講座） 

⑦ 香芝教室 ９期生  ⇒ 新規に６月から基礎科を開催する 

⑧ 相談サロン       ⇒ ５月２２日から新年度の相談サロンを開催する（年間＝２３講座） 

但し、講座は第１回および第 2回の講座を同時開催する 

活動日程（案）を別紙（１）に示します。 

（２） ３教室とも会場の借用が可能となった時に、３教室同時に再開する 

来年度以降の活動も考えて３教室同時に再開する方法です。各会場の休館は新型コロナウイ

ルスの収束状況によりその都度見直しがされるかと思いますが、会場の見直しに合わせて３教

室すべて借用が可能となった月から再開する方法です。今日現在の状況からすると次の様にな

ります。 

① 橿原教室 ９期生 ⇒ ４月予定の講座を６月に開催する 

② 橿原教室１０期生 ⇒ ６月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

③ 宇陀教室 ８期生 ⇒ ６月から残りの講座を含めて研修科を開催する（年間＝２６講座） 

令和２年度から参加される受講生３名は７月からの参加になりま

す 

④ 宇陀教室 ９期生 ⇒ ６月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

⑤ 香芝教室 ７期生 ⇒ ６月に最終講座を開催して終了とする 

⑥ 香芝教室 ８期生 ⇒ ６月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２８講座） 

⑦ 香芝教室 ９期生 ⇒ 新規に６月から基礎科を開催する 

⑧ 相談サロン      ⇒ ６月から新年度の相談サロンを開催する 

活動日程（案）を別紙（２）に示します。 
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（３） ６ヵ月または１年間活動を自粛して 9月または来年４月から再開する。 

思い切って６カ月間（残り４カ月間）または１年間（残り１０か月間）活動を自粛して９月または来

年４月から再開する方法です。９月または来年４月までに新型コロナウイルスが収束を期待して

の案です。９月から活動を再開する場合は次の様になります。 

① 橿原教室 ９期生 ⇒ ９月から残りの講座を９月に開催する 

② 橿原教室１０期生 ⇒ ９月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

③ 宇陀教室 ８期生 ⇒ ９月から残りの講座を含めて研修科を開催する（年間＝２６講座） 

令和２年度から参加される受講生３名は１０月からの参加になり

ます 

④ 宇陀教室 ９期生 ⇒ ９月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

⑤ 香芝教室 ７期生 ⇒ ９月に最終講座を開催して終了とする 

⑥ 香芝教室 ８期生 ⇒ ９月から残りの講座を含めて応用科を開催する（年間＝２６講座） 

なお、講座回数は他の教室に合わせて年間２６講座として、日程

案を別紙（３）に示します。 

他の教室の応用科および研修科も本日程表（案）に準じます。 

⑦ 香芝教室 ９期生 ⇒ 新規に９月から基礎科を開催する 

日程案を別紙（４）に示します。 

⑧ 相談サロン      ⇒ ９月から新年度の相談サロンを開催する 

活動日程（案）を別紙（５）に示します。 

３. その他 

（１） 令和元年度の休講の受講料の返金 

教室の再開方法により令和元年度の休講に対する受講生への返金方法として次の方法が考

えられます。受講生の意識・感情等を勘案して返金の必要性の有無を含めて検討下さい。 

① 講座開始前に返金する 

② 再開時に返金する 

③ 新型コロナウイルスによる必然的な休講であり、返金を行わない。 

（２） 今回の決定事項の新旧受講生への周知方法。 

令和元年度の受講生については、これまで同様にメールとホームページに掲載をして連絡をし

ます。 

令和２年度から参加される香芝教室基礎科の受講生にははがきで連絡をします。そして今後は

電話連絡することを記入しておきますから、以降の連絡について香芝教室講師およびサポータ

ーのご協力をお願いします。 

なお、宇陀教室の応用科および研修科に参加される４名の方には、山下さんからご連絡をお願

いします。 

 



（ 4 / ８ ） 

 

別紙（１） 
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別紙（２） 
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別紙（３） 
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別紙（１） 別紙（４） 
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別紙（５） 


